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～青梅署管内の特殊詐欺被害～

　２月末現在、管内の特殊詐欺被害認知件数は５件で、被害総額は、１，４００万円です。

そのうち３件は、還付金詐欺被害でした。

《タンス預金に注意》

　「金融機関が遠いから」、「何かあったときすぐ使えるように」このような理由でタンス

預金をしていませんか？タンス預金には様々な危険性があります。

《特殊詐欺》

　詐欺犯人は、警察に捕まらないように、とにかく急いで金銭を奪い取ろうとします。

みなさんに「今日中に手続きしなければいけない」「今すぐにお金が必要」と急がせるよ

うな言い回しをして、お金を準備させようとします。

　日頃から特殊詐欺に遭わないよう気をつけている人でも、焦って騙されてしまうことも

あります。そんな時、タンス預金があるとすぐに犯人の手にお金が渡ってしまうのです。

《強盗・窃盗》

　詐欺被害に遭わずにすんだとしても、犯人グループが「自宅に現金を保管している」

ということを知ってしまったら、空き巣や忍び込み（家人が就寝中に犯人が自宅へ侵入し、

窃盗を行うこと）、さらには強盗事件に発展するおそれがあります。

　ご年齢や身体状況など、各家庭様々な事情があるとは思いますが、タンス預金は犯罪被

害に遭う可能性が高いことを知り、今一度保管方法について考えてみましょう。

※問い合わせは、青梅警察署　防犯係　☎２２－０１１０（内線２１６２）

東京都八王子都税事務所からのお知らせ

①インターネット公売（動産、自動車、不動産等）のお知らせ

　東京都主税局では、インターネット公売（動産、自動車、不動産など）を実施します。

【公売申込期間】４月１４日 (火 )午後１時～２７日 (月 )午後１１時

【せり売り期間（動産、自動車）】５月１１日 (月 )午後１時～１３日 (水 )午後１１時

【入札期間（不動産など）】５月１１日 (月 )午後１時～１８日 (月 )午後１時

詳細は、東京都主税局ホームページまたは下記へお問い合わせください。

※問い合わせは、主税局徴収部機動整理課公売班　☎０３－５３８８－３０２７

②メールマガジンのご案内　～東京都「公売情報」お知らせメール～

　東京都では、公売情報に関するメールマガジンを発行しています。公売の実施情報などを、パソコ

ン・スマートフォンなどに向けてタイムリーに発信していますので、是非ご登録ください（登録無料）。

詳細は、主税局ホームページまたは下記へお問い合わせください。

※問い合わせは、主税局徴収部徴収指導課徴収指導班　☎０３－５３８８－３０２４

③東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税（家屋）を減免します

　減免の対象と額は以下のとおりです。

〔減免の対象〕一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅

〔減免割合〕住宅に係る不動産取得税を最大で１０割

　減免を受けるには申請が必要です。詳細は、東京都主税局ホームページをご覧いただくか、下記へ

お問い合わせください。

※問い合わせは、八王子都税事務所　☎０４２－６４４－１１１１

28No.868 令和 8年 4月 5日広 報 お く た ま

奥
多
摩
消
防
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

奥多摩消防署からのお知らせ

【ＳＴＯＰ！住宅火災】

　空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期です。

ご家庭の防火対策について、もう一度確認し、

火の取り扱いや消し忘れに十分注意して、火災予防に

努めましょう。

　ご家庭の住宅用火災警報器は正常に作動しますか？

「いざ」という時にきちんと作動するように、日頃から作動確認を行いましょう。

 また、万が一、火災が発生したときのためにご自宅に消火器を備えましょう。火災が発

生した際に消火器を使用した場合、約７割が被害軽減につながっています。

＊東京消防庁管内の令和８年１月中の住宅火災件数は２４２件で、過去１０年間で最も住

　宅火災が多かった昨年の１月（２０９件）と比較して３３件も増加しています。

＊昨年、東京消防庁管内での住宅火災による死者（７５人）のうち、８割以上（６０人）

　が６５歳以上でした。

＊住宅火災の原因は、「たばこ」、「ストーブ」が上位を占めています。たばこによる火災

　では、たばこの火が落下し布団やごみくずから出火するケースが多く、ストーブの火災

　では可燃物が接触し出火しているケースが多くなっています。たばこやストーブの消し

　忘れに注意し、燃えやすい物を近くに置かないようにしましょう。
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